
 

 

瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

平成２９年１２月２８日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市条例第２８号 

瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例  

瀬戸市手数料徴収条例（平成１２年瀬戸市条例第１２号）の一部を次の

ように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

種類 金額 

子育て支援短期利用手数料 １人１日

につき

６，６０

０円以内

において

市長が定

める額 

介護保険法（平成９年法律第１２

３号）第８条第１５項に規定する

定期巡回・随時対応型訪問介護看

護に係る事業者の指定の申請手数

料（市内に所在地を有する事業所

に係る申請に限る。） 

１件につ

き３０，

０００

円。ただ

し、更新

の場合は

１件につ

き１０，

０００円 

介護保険法第８条第１６項に規定

する夜間対応型訪問介護に係る事

業者の指定の申請手数料（市内に

所在地を有する事業所に係る申請

に限る。） 

介護保険法第８条第１７項に規定

種類 金額 

子育て支援短期利用手数料 

 

 

 

 

 

 

 

１人１日

につき

６，６０

０円以内

において

市長が定

める額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

する地域密着型通所介護に係る事

業者の指定の申請手数料（市内に

所在地を有する事業所に係る申請

に限る。） 

介護保険法第８条第１８項に規定

する認知症対応型通所介護に係る

事業者の指定の申請手数料（市内

に所在地を有する事業所に係る申

請に限る。） 

 

介護保険法第８条第１９項に規定

する小規模多機能型居宅介護に係

る事業者の指定の申請手数料（市

内に所在地を有する事業所に係る

申請に限る。） 

 

介護保険法第８条第２０項に規定

する認知症対応型共同生活介護に

係る事業者の指定の申請手数料

（市内に所在地を有する事業所に

係る申請に限る。） 

 

介護保険法第８条第２１項に規定

する地域密着型特定施設入居者生

活介護に係る事業者の指定の申請

手数料（市内に所在地を有する事

業所に係る申請に限る。） 

 

介護保険法第８条第２２項に規定

する地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護に係る事業者の指

定の申請手数料（市内に所在地を

有する事業所に係る申請に限

る。） 

 

介護保険法第８条第２３項に規定

する複合型サービスに係る事業者

の指定の申請手数料（市内に所在

地を有する事業所に係る申請に限

る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

介護保険法第８条第２４項に規定

する居宅介護支援に係る事業者の

指定の申請手数料 

 

介護保険法第８条の２第１３項に

規定する介護予防認知症対応型通

所介護に係る事業者の指定の申請

手数料（市内に所在地を有する事

業所に係る申請に限る。）（介護

予防認知症対応型通所介護を認知

症対応型通所介護と一体的に行う

ために申請を同時に行う場合を除

く。） 

 

介護保険法第８条の２第１４項に

規定する介護予防小規模多機能型

居宅介護に係る事業者の指定の申

請手数料（市内に所在地を有する

事業所に係る申請に限る。）（介

護予防小規模多機能型居宅介護を

小規模多機能型居宅介護と一体的

に行うために申請を同時に行う場

合を除く。） 

 

介護保険法第８条の２第１５項に

規定する介護予防認知症対応型共

同生活介護に係る事業者の指定の

申請手数料（市内に所在地を有す

る事業所に係る申請に限る。）

（介護予防認知症対応型共同生活

介護を認知症対応型共同生活介護

と一体的に行うために申請を同時

に行う場合を除く。） 

 

介護保険法第８条の２第１６項に

規定する介護予防支援に係る事業

者の指定の申請手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

備考 備考 

  １から１０まで ＜省略＞   １から１０まで ＜省略＞ 
  



 

 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 


